
　

森
田
康
大
さ
ん
が
１
月
１
日
付
け

で
、
引
き
続
き
法
務
大
臣
か
ら
人
権

擁
護
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。
人

権
擁
護
委
員
は
、
人
権
擁
護
委
員
法

に
基
づ
き
、
人
権
相
談
や
人
権
の
考

え
を
広
め
る
活
動
を
し
て
い
る
民
間

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。

　

市
で
は
、
６
人
の
人
権
擁
護
委
員

を
人
権
身
の
上
相
談
員
に
委
嘱
し
、

人
権
思
想
の
啓
発
活
動
、
家
庭
の
悩

み
、
い
じ
め
や
差
別
な
ど
日
常
生
活

に
お
け
る
人
権
身
の
上
相
談
を
行
っ

て
い
ま
す
。

▽
問
合
せ　

市
民
課
市
民
相
談
窓
口　

係

　

中
嶋
朋
子
さ
ん
が
１
月
１
日
付
け

で
、
新
た
に
民
生
委
員
・
児
童
委
員

と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ

れ
ま
し
た
。

◦
中
嶋
朋
子
さ
ん
…
高
尾
地
区
担
当

（
☎
５
９
６
・
３
１
９
９
）

※
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
市
民

と
行
政
を
つ
な
ぐ
パ
イ
プ
役
と
し

て
、
福
祉
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な

相
談
や
お
手
伝
い
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
い
じ
め
や
児
童
虐
待

の
問
題
な
ど
、
子
育
て
支
援
に
関

す
る
こ
と
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
委
員
の
自
宅
に
は
「
東
京
都

民
生
委
員
・
児
童
委
員
」
の
門
標

が
掲
げ
て
あ
り
ま
す
。
気
軽
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。
相
談
内
容
の

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

▽
問
合
せ　

福
祉
総
務
課
福
祉
総
務

係
（
直
通
５
１
８
・
７
２
５
０
）

あ
き
る
野
市
高
齢
者
保
健
福

祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計

画
（
案
）

　

高
齢
者
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な

目
標
を
設
定
し
、
取
り
組
む
べ
き
施

策
全
般
を
定
め
、
要
支
援
・
要
介
護

認
定
者
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
量
、
介
護

保
険
事
業
量
な
ど
の
見
込
み
を
定
め

ま
す
。

▽
募
集
期
間　

１
月
20
日
㈬
～
２
月

２
日
㈫

▽
計
画
（
案
）
の
閲
覧
場
所　

高
齢

者
支
援
課
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

（
市
役
所
４
階
）
、
五
日
市
出
張

所
、
中
央
公
民
館
、
各
図
書
館
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▽
意
見
の
提
出
方
法　

Ａ
４
用
紙
な

ど
に
、
意
見
、
住
所
、
氏
名
、
電

話
番
号
を
記
入
の
上
、
送
付
、
直

接
提
出
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
電
子

メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
提
出
・
問
合
せ　

高
齢
者
支
援

課
介
護
保
険
係
（
〒
１
９
７

－

０
８
１
４　

二
宮
３
５
０
、
直

通
５
５
８
・
１
９
６
９
、

５
５

８
・
１
１
７
２
、
✉0
5
0
3
0
1
@

ak
iru

n
o-in

fo.tok
y
o.jp

）

あ
き
る
野
市
障
が
い
者
福
祉

計
画
（
案
）

　

障
害
者
基
本
法
に
基
づ
く
「
市
町

村
障
害
者
計
画
」、
障
害
者
総
合
支

援
法
に
基
づ
く
「
市
町
村
障
害
福

祉
計
画
」、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く

「
市
町
村
障
害
児
福
祉
計
画
」
の
３

つ
の
計
画
を
一
体
的
に
策
定
す
る
も

の
で
、
障
が
い
者
福
祉
施
策
に
関
す

る
基
本
的
な
方
向
性
と
具
体
的
な
施

策
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
今

後
３
年
間
の
見
込
量
や
提
供
体
制
の

確
保
に
向
け
た
取
組
な
ど
を
定
め
ま

す
。

▽
募
集
期
間　

１
月
20
日
㈬
～
２
月

２
日
㈫

▽
計
画
（
案
）
の
閲
覧
場
所　

障
が

い
者
支
援
課
、
情
報
公
開
コ
ー

ナ
ー
（
市
役
所
４
階
）、
五
日
市

出
張
所
、
中
央
公
民
館
、
各
図
書

館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▽
意
見
の
提
出
方
法　

Ａ
４
用
紙
な

ど
に
、
意
見
、
住
所
、
氏
名
、
電

話
番
号
を
記
入
の
上
、
送
付
、
直

接
提
出
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
電
子

メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
提
出
・
問
合
せ　

障
が
い
者
支

援
課
障
が
い
者
相
談
係
（
〒
１

９
７

－

０
８
１
４　

二
宮
３

５
０
、
直
通
５
５
８
・
１
１
５

７
、

５
５
８
・
１
１
７
０
、
✉

0
5
0
2
0
2
@

a
k

iru
n

o
-in

fo
.to

k
y
o.jp

）

あ
き
る
野
市
営
住
宅
ス
ト
ッ
ク

総
合
活
用
計
画
（
あ
き
る
野
市

営
住
宅
長
寿
命
化
計
画
）（
案
）

　

市
で
は
、
市
営
住
宅
を
将
来
に
わ

た
り
適
正
に
確
保
す
る
た
め
、
財
政

負
担
の
軽
減
や
事
業
の
平
準
化
に
つ

い
て
も
考
慮
し
た
上
で
今
後
の
方
向

性
を
検
討
し
、
計
画
的
な
修
繕
や
適

切
な
改
善
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
市

営
住
宅
の
質
の
向
上
や
長
寿
命
化
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
策
定
す
る
も
の

で
す
。

▽
募
集
期
間　

１
月
29
日
㈮
ま
で

▽
計
画
（
案
）
の
閲
覧
場
所　

都
市

計
画
課
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

（
市
役
所
４
階
）、
五
日
市
出
張

所
、
中
央
公
民
館
、
各
図
書
館
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▽
意
見
の
提
出
方
法
な
ど　

Ａ
４
用

紙
な
ど
に
、
意
見
、
住
所
、
氏

名
、
電
話
番
号
を
記
入
の
上
、
送

付
、
直
接
提
出
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、

電
子
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の
方
法

で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
提
出
・
問
合
せ　

都
市
計
画
課
住

宅
係
（
〒
１
９
７

－

０
８
１
４　

二
宮
３
５
０
、
直
通
５
５
８
・
２

０
２
６
、

５
５
８
・
１
１
７
９
、

✉

0
6
0
1
0
1
@

ak
iru

n
o-in

fo.to
k
y
o.jp

）

あ
き
る
野
市
下
水
道
事
業
経

営
戦
略
（
案
）

　

下
水
道
事
業
を
取
り
巻
く
経
営
環

境
は
厳
し
さ
を
増
す
状
況
に
あ
り
、

人
口
減
少
社
会
の
到
来
な
ど
に
よ
る

使
用
料
収
入
の
減
収
、
整
備
し
た
施

設
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
維
持

管
理
費
の
増
加
、
今
後
見
込
ま
れ
る

老
朽
化
施
設
の
改
築
更
新
費
用
の
増

加
な
ど
の
課
題
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
将
来
に
わ

た
り
継
続
的
か
つ
安
定
的
な
事
業
運

営
を
行
う
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

中
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
た
経
営
基

盤
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
令

和
３
年
度
を
始
期
と
す
る
「
あ
き
る

野
市
下
水
道
事
業
経
営
戦
略
」
を
策

定
し
ま
す
。

▽
募
集
期
間　

１
月
20
日
㈬
～
２
月

２
日
㈫

▽
計
画
（
案
）
の
閲
覧
場
所　

管
理

課
下
水
道
係
、
情
報
公
開
コ
ー

ナ
ー
（
市
役
所
４
階
）
、
五
日
市

出
張
所
、
中
央
公
民
館
、
各
図
書

館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▽
意
見
の
提
出
方
法
な
ど　

Ａ
４
用

紙
な
ど
に
意
見
、
住
所
、
氏
名
、

電
話
番
号
を
記
入
の
上
、
送
付
、

直
接
提
出
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
メ
ー

ル
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

▽
提
出
・
問
合
せ　

管
理
課
下
水

道
係
（
〒
１
９
７

－

０
８
１
４　

二
宮
３
５
０
、
直
通
５
５
８
・
２

０
５
４
、

５
５
８
・
１
１
７
９
、

✉

0
6
0
7
0
1
@

ak
iru

n
o-in

fo.to
k
y
o.jp

）

◦
直
接
提
出
の
方
…
土
曜
・
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く
午
前
８
時
30
分

～
午
後
５
時
15
分

◦
口
頭
で
の
意
見
（
電
話
、
窓
口
）

は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

◦
提
出
さ
れ
た
意
見
は
、
個
人
を
特

定
で
き
な
い
よ
う
に
編
集
し
、
概

要
な
ど
を
公
表
し
ま
す
。
個
別
に

回
答
は
し
ま
せ
ん
。

　

１
月
１
日
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し

た
確
定
申
告
、
住
民
税
申
告
に
適

用
さ
れ
る
主
な
税
制
改
正
の
内
容
で

す
。
申
告
書
作
成
の
際
は
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。
そ
の
他
、詳
し
い
内
容
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ひ
と
り
親
控
除
の
新
設
と�

ひ
と
り
親
世
帯
の
課
税
見
直
し

　

性
別
や
婚
姻
歴
の
有
無
に
関
わ
ら

ず
、
生
計
を
同
じ
と
す
る
子
を
扶
養

　

「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
学
校
教
育

に
つ
い
て
」
な
ど
を
議
題
と
し
て
開

催
し
ま
す
。

▽
日
時　

２
月
12
日
㈮
午
後
２
時
か

ら
▽
場
所　

市
役
所
５
階
５
０
３
会
議

室
※
傍
聴
を
希
望
す
る
方
は
、
午
後
１

時
40
分
ま
で
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。
当
日
は
検
温
、
マ
ス
ク
着
用

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
過
去
の
資
料
な
ど
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

▽
問
合
せ　

企
画
政
策
課

し
て
お
り
、
合
計
所
得
金
額
が
５
０

０
万
円
以
下
の
単
身
者
に
は
、
ひ
と

り
親
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。ま
た
、

こ
れ
ま
で
の
寡
婦
控
除
は
、
合
計
所

得
金
額
５
０
０
万
円
以
下
を
対
象
と

す
る
所
得
制
限
が
設
け
ら
れ
ま
し

た
。
な
お
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額

が
１
３
５
万
円
以
下
で
あ
る
ひ
と
り

親
に
対
し
て
、
個
人
住
民
税
を
非
課

税
と
す
る
見
直
し
が
さ
れ
ま
し
た
。

同
一
生
計
配
偶
者
や
扶
養
親

族
な
ど
の
合
計
所
得
金
額
要

件
の
変
更

　

同
一
生
計
配
偶
者
や
控
除
対
象
配

偶
者
、
扶
養
親
族
と
す
る
た
め
の
要

件
と
し
て
、
合
計
所
得
金
額
が
10
万

円
引
き
上
げ
ら
れ
、
48
万
円
以
下
と

な
り
ま
す
。

給
与
所
得
控
除
・
公
的
年
金

等
控
除
か
ら
基
礎
控
除
へ
の

振
り
替
え

　

給
与
所
得
控
除
額
と
公
的
年
金
等

控
除
額
を
10
万
円
引
き
下
げ
、
基
礎

控
除
額
を
10
万
円
引
き
上
げ
ま
す
。

※
給
与
所
得
と
公
的
年
金
所
得
の
両

方
が
あ
る
人
は
、
控
除
額
減
額
に

よ
っ
て
負
担
が
増
え
な
い
よ
う

に
、
所
得
金
額
調
整
控
除
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

公
的
年
金
等
控
除�

～
収
入
１
千
万
円
以
上
の�

�

場
合
の
上
限
引
き
下
げ
～

　

公
的
年
金
等
収
入
金
額
が
１
千
万

円
を
超
え
る
場
合
は
、
公
的
年
金
等

控
除
の
上
限
額
を
１
９
５
万
５
千
円

に
引
き
下
げ
ま
す
。

※
公
的
年
金
等
収
入
以
外
の
所
得
金

額
が
１
千
万
円
を
超
え
る
場
合
は
、

見
直
し
後
の
控
除
額
か
ら
一
律
10

万
円
引
き
下
げ
、
所
得
金
額
が
２

千
万
円
を
超
え
る
場
合
は
、
さ
ら

に
一
律
10
万
円
引
き
下
げ
ま
す
。

給
与
所
得
控
除�

～
収
入
８
５
０
万
円
以
上
の�

�

場
合
の
上
限
引
き
下
げ
～

　

給
与
等
収
入
額
が
８
５
０
万
円
を
超

え
る
場
合
は
、
給
与
所
得
控
除
の
上
限

額
を
１
９
５
万
円
に
引
き
下
げ
ま
す
。

※
23
歳
未
満
の
扶
養
親
族
や
特
別
障

害
者
控
除
対
象
の
扶
養
親
族
が
あ

る
人
と
ご
自
身
が
特
別
障
害
者
控

除
の
適
用
を
受
け
る
人
は
、
所
得

金
額
調
整
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ　

課
税
課
市
民
税
係
（
直
通

５
５
８
・
１
６
８
２
）

　

令
和
２
年
中
に
新
築
・
増
築
し
た

家
屋
は
、
固
定
資
産
税
と
都
市
計
画

税
（
市
街
化
区
域
内
に
限
る
）
の
対

象
で
す
。
ま
た
、
令
和
２
年
中
に
取

り
壊
さ
れ
た
家
屋
は
、
令
和
３
年
度

か
ら
課
税
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。

家
屋
を
新
築
・
増
築
し
て
市
の
家
屋

調
査
が
ま
だ
終
了
し
て
い
な
い
方

や
、
家
屋
を
取
り
壊
し
た
方
は
、
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

課
税
課
家
屋
資
産
税
係

皆さんの意見を
募集します

　

12
月
定
例
会
議
の
本
会
議
の
模
様

を
配
信
中
で
す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
「
市
議
会
」
か
ら
「
本
会
議
録
画

中
継
」
を
検
索
し
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

▽
問
合
せ　

議
会
事
務
局

市
議
会
本
会
議
の
模
様
を�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト（
録
画
）で

配
信
中
！

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹� 令和３年（2021年）１月15日 （2）

総
合
教
育
会
議
の
開
催

人
権
擁
護
委
員
に�

�

森
田
康
大
さ
ん

民
生
委
員
・
児
童
委
員
が�

�

委
嘱
さ
れ
ま
し
た

税
制
改
正
の
お
知
ら
せ

家
屋
を
新
築
・
増
築
、�

�

取
り
壊
さ
れ
た
方
へ


